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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（止痒剤－特許権の存続期間延長登録の無効審判請求について
請求不成立とした審決が是認された事例）［上］（全２回）

−令和６年（行ケ）第10033号、令和７年５月27日判決言渡−

事案の概要

本件は、発明の名称を「止痒剤」とする特許第3531170号（本件特許（請求項の数36））の特許権の存続期
間延長登録に対する無効審判請求（無効2021－800083号）において、請求不成立とした審決の取消訴訟である。
被告は、厚生労働大臣に対し、平成28年３月31日付けで、「ナルフラフィン塩酸塩」を成分に含むレ
ミッチＯＤ錠2.5μｇについて、薬機法14条１項に規定する医薬品に係る同項の承認を申請し、平成29年
３月30日、本件承認を得た。平成29年６月29日、被告は、本件特許権について本件延長登録出願（2017－
700154号）をし、令和３年８月11日、本件延長登録がされた。
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